
4
月
22
日
現
在
、
回
答
単
位
4
7
6

の
う
ち
、
回
答
数
2
4
7
、
妥
結
報
告

数
は
24
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ア

回
答
は
39
組
合
で
平
均
9
5
9
円
。
定

昇
込
み
の
全
体
平
均
は
1
3
1
組
合
で

4
9
8
4
円
（
1
・
96
％
）
、
昨
年
マ

イ
ナ
ス
10
円
の
到
達
点
で
す
。
パ
ー
ト

の
賃
上
げ
は
、70
組
合
で
平
均
は
20
円
。

全
体
と
し
て
、
昨
年
と
同
水
準
の
回
答

状
況
と
な
っ
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
単

組
・
支
部
で
は
産
別
支
援
な
ど
も
行
わ

れ
、
春
闘
の
取
り
組
み
が
す
す
ん
で
い

ま
す
。

安
倍
首
相
は
、
改
憲
を
求
め
る
発
言

を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
自
民
党
大
会

で
は
「（
自
衛
隊
の
）新
規
募
集
に
対
し

て
、
都
道
府
県
の
6
割
以
上
が
協
力
を

拒
否
し
て
い
る
」
「
憲
法
に
し
っ
か
り

と
自
衛
隊
を
明
記
し
て
、
違
憲
論
争
に

終
止
符
を
打
と
う
」と
発
言
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
18
歳
、
22
歳
の
個
人
情
報

を
本
人
の
承
諾
な
し
に
、
自
衛
隊
に
提

出
さ
せ
る
こ
と
は
問
題
で
す
。加
え
て
、

青
年
を
自
衛
隊
に
動
員
す
る
思
惑
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
自
公
与
党
が
、
憲
法
審
査
会

開
催
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
中
、
立
憲

野
党
は
「
憲
法
審
査
会
を
開
催
す
る
必

要
も
条
件
も
な
い
」
「
安
倍
『
改
憲
』

に
道
を
開
く
憲
法
審
査
会
は
開
か
せ
な

い
」
と
一
致
し
て
、
開
催
に
反
対
し
て

い
ま
す
。
安
倍
改
憲
を
止
め
る
た
め
に

は
、
こ
の
野
党
の
た
た
か
い
を
国
民
世

論
で
支
え
る
の
と
合
わ
せ
て
、
「
安
倍

改
憲
Ｎ
Ｏ
！
」
の
世
論
を
さ
ら
に
大
き

く
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

日
本
医
労
連
は
「
安
倍
9
条
改
憲
Ｎ

Ｏ
！
3
千
万
人
署
名
」
の
目
標
を
1
0

0
万
筆
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
今
年
に
入
り
、
北
海
道
、

東
京
が
自
主
目
標
を
達
成
し
ま
し
た

（
そ
れ
ぞ
れ
6
万
筆
、
10
万
筆
）
。

北
海
道
で
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
勤
医
労

が
、
最
寄
駅
で
の
毎
月
3
回
の
宣
伝
に

労
使
共
同
で
と
り
く
み
、
目
標
の
3
倍

の
5
千
筆
を
集
約
す
る
な
ど
、
民
医
連

労
組
を
中
心
に
奮
闘
が
広
が
り
ま
し

た
。東

京
で
は
、
東
京
民
医
労
が
事
業
所

と
の
共
闘
の
と
り
く
み
で
署
名
数
を
伸

ば
し
て
い
ま
す
。
地
場
民
間
労
組
は
一

回
り
大
き
な
運
動
を
展
開
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
4
月
、
東
京
医
労
連
と
し
て

「
何
と
し
て
も
今
月
10
万
筆
目
標
の
達

成
を
」
と
意
思
統
一
、
13
日
上
野
駅
で

の
宣
伝
行
動
に
取
り
組
む
中
、
目
標
を

達
成
し
ま
し
た
。

安
倍
9
条
改
憲
を
止
め
る
力
は
国
民

の
世
論
で
す
。
5
月
3
日
の
憲
法
集
会

を
跳
躍
台
に
、
取
り
組
み
を
強
め
ま
し

ょ
う
。

安
倍
退
陣
求
め
、
国
会
前
で
集
会

（
4
月
19
日
）

〈コースと行進期間〉
① 5/6～7/27 北海道（礼文島）～青森～

岩手～宮城～福島～茨城～千葉～東京
② 5/6～7/27 北海道（根室）～青森～秋

田～山形～福島～栃木～埼玉～東京
③ 6/8～7/27 秋田～山形～新潟～長野

～群馬～埼玉～東京
④ 6/28～7/27 長野～山梨～東京
⑤ 6/6～8/4 富山～石川～福井～京都

～兵庫～鳥取～島根～広島
⑥ 5/6～8/4 東京～神奈川～静岡～愛

知～岐阜～滋賀～京都～奈良～大阪～
兵庫～岡山～広島

⑦ 5/7～6/30 和歌山～三重～奈良～大
阪
→以降は、コース⑥へ合流

⑧-1 5/6～6/2 高知～徳島
⑧-2 5/6～6/2 愛媛～香川
⑨ 7/5～7/16 広島～山口～福岡

→以降は、コース⑩へ合流
⑩ 6/23～24 奄美～6/25～8/6 鹿児

島～熊本～福岡～佐賀～長崎
⑪ 6/23～7/16 宮崎～大分～福岡

→以降は、コース⑩へ合流
⑫ 6/16～22 沖縄

※数字は、医労連が独自につけたコース番号
です

来
年
は
広
島
・
長
崎
の
被
爆
か
ら
75
年
を
迎
え
ま
す
。
国
連
は
2
0
1
7
年
7
月
、
核
兵
器
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
「
核

兵
器
禁
止
条
約
」
を
採
択
し
、
い
ま
多
く
の
国
が
市
民
の
運
動
と
協
力
し
、
条
約
発
効
へ
と
動
い
て
い
ま
す
。

日
本
医
労
連
は
、
毎
年
全
国
に
「
産
別
リ
レ
ー
旗
」
を
つ
な
い
で
行
進
し
て
い
ま
す
。
ヒ
バ
ク
シ
ャ
署
名
の
取
り
組
み
と

あ
わ
せ
、
非
核
平
和
の
声
を
あ
げ
、
仲
間
と
と
も
に
元
気
よ
く
行
進
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

大
好
き
な
新
緑

シ
ー
ズ
ン
が
や
っ

て
き
ま
し
た
。
庭

の
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
が

芽
吹
き
始
め
、
近

く
の
河
川
敷
に
は

鯉
の
ぼ
り
が
群
れ

を
な
し
、
そ
の
光
景
は
思
わ
ず
深

呼
吸
を
誘
わ
れ
ま
す
▼
最
近
は
め

っ
き
り
い
け
て
い
ま
せ
ん
が
、
岐

阜
県
可
児
市
の
花
フ
ェ
ス
タ
記
念

公
園
は
7
千
品
種
3
万
株
を
超
え

る
世
界
有
数
の
バ
ラ
園
が
あ
り
6

月
上
旬
ま
で
が
見
頃
で
す
。
そ
の

バ
ラ
園
に
は
ヒ
ロ
シ
マ
の
復
興
と

平
和
の
願
い
を
伝
え
る
薄
紅
色
の

バ
ラ
「
ヒ
ロ
シ
マ
チ
ル
ド
レ
ン
」

が
咲
い
て
い
ま
す
▼
こ
の
バ
ラ
、

広
島
の
外
科
医
で
平
和
活
動
家
の

原
田
東
岷
さ
ん
（
故
人
）
の
「
ヒ

ロ
シ
マ
と
い
う
美
し
い
バ
ラ
を
つ

く
り
た
い
」
想
い
を
受
け
、
イ
ギ

リ
ス
の
バ
ラ
育
種
家
の
ジ
ャ
ッ
ク

・
ハ
ー
ク
ネ
ス
さ
ん
が
つ
く
ら
れ

た
そ
う
で
す
▼
「
平
和
が
な
け
れ

ば
バ
ラ
は
美
し
く
咲
か
ず
、
美
し

い
バ
ラ
を
嘆
美
す
る
心
が
な
け
れ

ば
平
和
が
な
い
」原
田
医
師
の「
ヒ

ロ
シ
マ
の
心
」
は
バ
ラ
と
な
っ
て

世
界
中
で
咲
き
続
け
て
い
る
よ
う

で
す
▼
「
青
い
空
は
、
青
い
ま
ま

で
、
子
供
ら
に
伝
え
た
い
」
平
和

行
進
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。

1
9
5
8
年
に
た
っ
た
1
人
か
ら

歩
き
始
め
た
平
和
行
進
は
、
毎
年

た
ゆ
ま
な
く
続
け
ら
れ
、
2
0
1

7
年
に
は
国
連
で
核
兵
器
禁
止
条

約
の
採
択
に
つ
な
が
り
ま
し
た
▼

平
和
を
願
う
誰
も
が
気
軽
に
参
加

で
き
る
平
和
行
進
は
、
い
ま
や
全

国
8
割
の
自
治
体
を
通
過
し
10
万

人
が
参
加
す
る
歩
く
平
和
の
シ
ン

ボ
ル
と
な
っ
て
い
ま
す
。
安
倍
政

権
の
改
憲
策
動
が
強
ま
る
な
か
、

安
倍
政
権
退
陣
の
思
い
を
込
め
て

い
つ
に
も
増
し
て
歩
き
た
い
。

単純平均比較（4月22日時点）

賃上率

1．96%

1．96

2．08

賃上額
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5，436

5，382
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改
善
に
つ
な
が
る
36

協
定
協
議
・
締
結
を

労
働
時
間
は
、
1
日
8
時
間
以

内
、
週
40
時
間
以
内
が
労
働
基
準

法
に
定
め
ら
れ
た
原
則
で
す
。
36

協
定
は
、
使
用
者
が
、
こ
の
原
則

を
超
え
て
労
働
者
を
働
か
せ
る
場

合
に
、
協
定
を
締
結
し
て
労
基
署

に
届
け
る
こ
と
で
罰
則
を
免
れ
る

た
め
の
協
定
で
す
。
労
働
者
側
は

36
協
定
の
締
結
を
拒
否
す
る
こ
と

が
で
き
、
使
用
者
の
言
わ
れ
る
ま

ま
に
36
協
定
を
締
結
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
法
改
定
で
36
協
定

の
厳
格
化
が
図
ら
れ
た
今
こ
そ
、

労
働
組
合
が
取
り
組
み
を
強
化

し
、
要
求
を
前
進
さ
せ
る
チ
ャ
ン

ス
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
36
協
定
を
一
部
の
役
員
だ
け

の
取
り
組
み
と
せ
ず
、
職
場
で
学

習
や
討
議
を
行
い
、
実
態
や
意
見

を
聞
き
な
が
ら
職
場
に
根
ざ
し
た

取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

36
協
定
の
協
議
に
あ
た
っ
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
職
場
ご
と
の
時

間
外
労
働
・
休
日
労
働
に
つ
い
て

資
料
の
提
出
を
求
め
、
ど
の
職
場

・
職
種
で
時
間
外
労
働
が
多
い
の

か
、
そ
の
原
因
は
何
な
の
か
明
ら

か
に
さ
せ
ま
す
。
そ
の
上
で
、
時

間
外
労
働
短
縮
に
む
け
た
改
善
策

や
不
払
い
労
働
根
絶
の
対
策
を
具

体
化
さ
せ
ま
す
。
36
協
定
を
時
間

数
だ
け
の
協
議
に
お
わ
ら
せ
ず
、

改
善
に
つ
な
が
る
実
効
あ
る
対
策

を
労
働
協
約
と
し
て
締
結
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

過
労
死
ラ
イ
ン
の
協

定
を
締
結
し
な
い

使
用
者
側
が
、
医
師
等
に
つ
い

て
特
別
条
項
の
締
結
を
求
め
る
ケ

ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
特
別

条
項
は
、
「
臨
時
的
、
特
別
の
事

情
が
あ
る
場
合
」
に
限
ら
れ
、
事

由
を
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
が
必

要
で
、
「
業
務
の
都
合
上
必
要
な

場
合
」
な
ど
の
理
由
は
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
（
こ
の
こ
と
は
、
旧
法
の

大
臣
告
示
に
も
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
）
。
時
間
外
労
働
・
休
日
労
働

の
実
績
を
明
ら
か
に
さ
せ
、
具
体

的
事
由
が
な
い
場
合
は
、
特
別
条

項
の
締
結
を
拒
否
し
ま
す
。
や
む

を
え
ず
、
特
別
条
項
を
締
結
す
る

場
合
も
、
対
象
業
務
と
時
間
を
最

小
限
度
に
と
ど
め
、
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
の
確
保
等
の
健
康
確
保

措
置
や
時
間
短
縮
に
向
け
た
改
善

策
を
明
確
に
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、

協
定
の
有
効
期
間
を
短
い
期
間
と

し
、
そ
の
間
の
実
績
を
明
ら
か
に

し
て
再
度
協
議
す
る
よ
う
に
し
ま

す
（
対
象
期
間
と
有
効
期
間
は
異

な
り
、
対
象
の
1
年
間
を
特
定
す

れ
ば
、
有
効
期
間
は
3
カ
月
等
1

年
よ
り
短
い
期
間
で
も
よ
い
。
※

注
）医

師
は
、
上
限
規
制
の
法
定
化

が
5
年
間
猶
予
さ
れ
て
お
り
（
新

法
1
4
1
条
）
、
猶
予
期
間
中
は

旧
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
医
師

の
「
働
き
方
改
革
」
検
討
会
報
告

に
つ
い
て
は
、
別
項
の
「
声
明
」

参
照
）
。
上
限
時
間
数
に
関
す
る

部
分
以
外
は
、
「
36
協
定
指
針
」

（
36
条
7
項
、
8
項
）
も
含
め
医

師
に
つ
い
て
も
新
労
働
基
準
法
が

適
用
さ
れ
ま
す
。「
36
協
定
指
針
」

は
、
「
業
務
区
分
の
細
分
化
」
、

「
使
用
者
は
、
36
協
定
の
範
囲
内

で
あ
っ
て
も
安
全
配
慮
義
務
を
負

う
」
、
「
労
働
時
間
が
長
く
な
る

ほ
ど
過
労
死
と
の
関
連
性
が
強
ま

る
こ
と
に
留
意
」
等
を
定
め
、
労

使
当
事
者
の
責
務
と
し
て
「
時
間

外
労
働
・
休
日
労
働
は
、
必
要
最

小
限
に
と
ど
め
る
」
こ
と
を
求
め

て
い
ま
す
。

労
働
時
間
の
客
観
的

把
握
―
不
払
い
労
働

は
人
員
不
足
を
覆
い

隠
す

新
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
り
、

労
働
時
間
の
客
観
的
把
握
が
義
務

化
さ
れ
ま
し
た
。
省
令
に
は
、
タ

イ
ム
カ
ー
ド
に
よ
る
記
録
、
パ
ー

ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
電
子

計
算
機
の
使
用
時
間
の
記
録
等
の

客
観
的
な
方
法
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
で
把
握
す
る
と
と
も
に
、
こ

れ
ら
の
方
法
に
よ
り
把
握
し
た
労

働
時
間
の
状
況
の
記
録
を
作
成

し
、
3
年
間
保
存
す
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
労
働
時
間
の

客
観
的
把
握
は
医
師
も
例
外
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

不
払
い
労
働
は
人
手
不
足
を
覆

い
隠
し
ま
す
。
労
働
者
自
身
の
意

識
改
革
も
ふ
く
め
て
、
実
労
働
時

間
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
長

時
間
労
働
を
改
善
す
る
た
め
に

は
、
増
員
が
必
要
と
い
う
世
論
を

広
げ
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

厚
労
省
「
労
働
時
間
の
適
正
な
把

握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

や
新
労
働
安
全
衛
生
法
に
つ
い
て

の
厚
労
省
通
知
（
基
発
1
2
2
8

第
16
号
・
平
成
30
年
12
月
28
日
）

も
活
用
し
て
労
働
時
間
管
理
の
適

正
化
と
不
払
い
労
働
の
根
絶
を
は

か
り
ま
す
。

36
協
定
は
組
織
拡
大

の
チ
ャ
ン
ス

36
協
定
を
実
効
あ
る
も
の
と
す

る
た
め
に
、
労
働
組
合
が
協
定
の

締
結
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
過
半
数
の
分
母
に
な
る
労

働
者
数
に
は
、
正
規
職
員
だ
け
で

な
く
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、

管
理
職
を
含
め
た
事
業
所
の
全
て

の
労
働
者
が
含
ま
れ
ま
す
。
正
規

職
員
が
ユ
ニ
オ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
あ

っ
て
も
過
半
数
割
れ
す
る
事
例
も

あ
り
ま
す
。
非
正
規
の
仲
間
を
含

め
た
拡
大
を
す
す
め
、
安
定
過
半

数
労
組
の
建
設
を
め
ざ
し
ま
す
。

過
半
数
に
至
っ
て
い
な
い
場
合

で
も
、
労
働
者
過
半
数
代
表
の
獲

得
を
め
ざ
し
ま
す
。
過
半
数
代
表

の
選
出
は
、
投
票
、
同
意
署
名
な

ど
労
働
者
の
過
半
数
が
支
持
し
て

い
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
民
主
的

な
手
続
き
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
新
法
で
は
、
労
働
者
過

半
数
代
表
に
つ
い
て
、
「
使
用
者

の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
者

で
な
い
も
の
と
す
る
」
と
労
基
法

施
行
規
則
に
明
記
さ
れ
、
厳
格
化

が
は
か
ら
れ
ま
し
た
。
使
用
者
側

が
一
方
的
に
日
程
や
選
出
方
法
を

決
め
て
労
働
者
代
表
を
選
出
す
る

な
ど
、
不
当
な
対
応
を
さ
せ
ず
、

労
働
組
合
が
主
導
し
て
過
半
数
代

表
の
選
出
を
進
め
ま
す
。
過
半
数

代
表
の
選
出
は
、
労
働
組
合
の
活

動
を
知
ら
せ
組
織
拡
大
す
る
絶
好

の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
朝
ビ
ラ
や
退

勤
時
間
調
査
で
の
宣
伝
・
対
話
で

労
組
の
取
り
組
み
や
36
協
定
締
結

に
あ
た
っ
て
の
方
針
を
知
ら
せ
、

未
加
入
者
に
も
積
極
的
に
働
き
か

け
組
合
へ
の
加
入
も
訴
え
ま
し
ょ

う
。
署
名
や
委
任
状
を
集
め
る
場

合
も
、
労
働
組
合
へ
の
加
入
呼
び

か
け
や
加
入
届
を
セ
ッ
ト
し
、
組

織
拡
大
と
一
体
に
取
り
組
み
ま
し

ょ
う
（
発
1
6
4
号
参
照
）
。

新
労
働
基
準
法
や
新
労
働
安
全
衛
生
法
が
4
月
か
ら
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
日
本
医
労
連
は
、
新
36
協
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
補
強
版
Ⅱ（
発

1
4
5
号
）
を
発
出
し
、
2
〜
3
月
を
36
協
定
強
化
月
間
と
し
て

す
べ
て
の
単
組
・
支
部
で
の
36
協
定
の
総
点
検
と
、
過
半
数
労
組

の
建
設
、
過
半
数
代
表
の
獲
得
を
呼
び
か
け
て
き
ま
し
た
。

労
働
者
の
い
の
ち
と
健
康
を
ま
も
る
た
め
に
、
労
働
組
合
の
役

割
が
ま
す
ま
す
重
要
で
す
。
36
協
定
は
締
結
し
て
終
わ
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
す
で
に
新
法
に
よ
る
36
協
定
を
締
結
し
た
労
組
も
含

め
、
安
定
過
半
数
労
組
の
建
設
、
組
織
拡
大
強
化
と
一
体
に
、
使

え
る
法
令
や
指
針
を
活
用
し
て
職
場
の
改
善
に
つ
な
げ
、
36
協
定

の
取
組
み
を
強
化
し
ま
し
ょ
う
。

日
本
医
労
連
と
も
関
係
の
深
い
全
国
医
師
ユ
ニ
オ
ン
代

表
の
植
山
直
人
氏
と
大
原
記
念
労
働
科
学
研
究
所
の
佐

々
木
司
氏
が
共
同
で
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
「
安
全
な
医

療
の
た
め
の
『
働
き
方
改
革
』
」
を
出
版
し
ま
し
た
。

学
習
材
料
と
し
て
活
用
く
だ
さ
い
。

※
注

厚
労
省
局
長
通
知
（
基
発
1
2
2
8
第
15
号
平
成
30
年
12
月

28
日
）
の
「
対
象
期
間
と
有
効
期
間
の
Ｑ
＆
Ａ
」
で
は
、
「
有
効
期

間
は
最
も
短
い
場
合
で
も
原
則
と
し
て
1
年
間
と
な
る
」
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
対
象
期
間
1
年
を
特
定
す
れ
ば
、
有
効
期
間
を
1
年

よ
り
短
い
例
え
ば
3
カ
月
と
し
、
時
間
外
・
休
日
労
働
の
上
限
を
見

直
す
こ
と
は
可
能
。
東
京
労
働
局
確
認
済
。

医
師
の
働
き

方
改
革
に
関
す

る
検
討
会
の
報

告
書
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
。
医

師
の
時
間
外
労

働
の
上
限
時
間

を
2
0
2
4
年

以
降
、
「
1
8

6
0
時
間
」
と

す
る
と
い
う
も

の
で
す
。
日
本

医
労
連
は
、
医

師
の
過
重
労
働

の
根
本
原
因
が

医
師
の
絶
対
数

不
足
に
あ
る
こ

と
に
は
全
く
触

れ
ず
、
今
後
も
世
界
的
に
も
高
水

準
な
医
療
を
守
る
た
め
に
医
師
を

労
働
基
準
法
の
枠
外
に
置
い
た
働

か
せ
方
を
医
師
に
強
い
る
こ
と
に

断
固
抗
議
し
、
撤
回
を
も
と
め
る

内
容
の
中
央
執
行
委
員
会
声
明

（
左
）
を
発
出
し
ま
し
た
。

36
協
定
の
取
組
み
強
化

36
協
定
の
取
組
み
強
化

時間外上限に抗議

組織拡大
と一体に
組織拡大
と一体に

安
定
過
半
数
労
組
の
建
設
を

過労死を助長する

「
安
全
の
た
め
の『
働
き
方
改
革
』」を
出
版

植
山
・
佐
々
木
の
両
氏
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介護
をよ
くするアクション月間

要求
かかげ行動しよう
2019年5月1日～31日

○介護保険制度の改悪反対、利用者本位の

制度の実現を訴える

○介護労働者の、処遇改善・人材確保の必要性を

世論化する

○未組織介護労働者の組織拡大
2
0
1
9
年
3
月
23
日
〜
24
日
、
新
潟
県
新
潟
市
で
2

0
1
8
年
度
済
生
会
病
院
労
働
組
合
「
全
国
学
習
交
流
集

会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
9
県
よ
り
45
人
が
参
加
し
、
日

頃
の
悩
み
や
問
題
を
出
し
合
い
討
論
を
行
い
ま
し
た
。
1

日
目
は
、
基
調
報
告
の
後
、
短
時
間
正
職
員
制
度
（
済
生

会
新
潟
病
院
労
組
）、
夜
勤
協
定（
全
済
労
下
関
支
部
）、

組
織
拡
大
強
化
（
山
形
済
生
会
労
組
）
の
3
本
の
指
定
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。
次
に
各
組
合
か
ら
の
取
組
報
告
を
行

い
、
夜
勤
協
定
が
あ
っ
て
も
人
員
不
足
で
協
定
が
守
れ
な

い
現
状
や
夜
勤
協
定
を
結
ん
で
い
な
い
な
ど
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。
組
織
拡
大
に
つ
い
て
は
、
新
歓
で
拡
大
し
て

い
る
組
合
か
ら
成
功
体
験
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

日
本
医
労
連
の
新
歓
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
紹
介
も
行
い
、
4
月

の
新
歓
の
成
功
に
向
け
て
交
流
を
行
い
ま
し
た
。

2
日
目
の
学
習
講
演
で
は
、
伊
藤
圭
一
氏
（
全
労
連
常

任
幹
事
）
が
、
「Bye -Bye

長
時
間
労
働
―
残
業
の
上
限

時
間
、
知
っ
て
ま
す
か
―
」
を
テ
ー
マ
に
36
協
定
の
ポ
イ

ン
ト
、
年
次
有
給
休
暇
の
新
し
い
ル
ー
ル
に
つ
い
て
講
演

を
行
い
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
、
現
在
の
シ
フ
ト
上
の

法
定
休
日
の
取
り
扱
い
の
問
題
や
36
協
定
の
特
別
条
項
に

対
す
る
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
講
師
の
伊
藤
氏
か
ら
は
、

時
間
管
理
の
基
本
的
な
考
え
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
り
、

参
加
者
か
ら
は
、
実
体
験
を
踏
ま
え
た
36
協
定
の
調
印
ま

で
の
交
渉
の
行
い
方
な
ど
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
夜

勤
協
定
を
結
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
が
出
さ
れ
、
交
流
を

深
め
ま
し
た
。

全
労
連
・
ヘ
ル
パ
ー
ネ
ッ
ト
で

は
、
毎
年
5
月
・
11
月
を
「
介
護

ア
ク
シ
ョ
ン
月
間
」
と
位
置
付
け

て
い
ま
す
。
介
護
労
働
者
の
私
た

ち
自
身
が
、
何
ら
か
の
ア
ク
シ
ョ

ン
を
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。

行行
動動
しし
よよ
うう

○
介
護
労
働
者
の
要
求
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
発
信
（
共
通
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ

「
＃
介
護
に
笑
顔
と
希
望
を
」
使

用
）
「
全
労
連
介
護
・
ヘ
ル
パ
ー

ネ
ッ
トkaigo@zenroren.gr.jp

へ
」

○
メ
ー
デ
ー
で
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う

○
宣
伝
行
動

○
介
護
分
野
の
組
織
化

○
事
業
所
訪
問
、
自
治
体
要
請
、

介
護
集
会
、
ミ
ニ
学
習
会
の
開
催

応応
援援
ググ
ッッ
ズズ

○
吹
き
出
し
要
求
ボ
ー
ド（
上
図
）

○
テ
ィ
ッ
シ
ュ
（
必
要
個
数
を
、

本
部
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
）

○
介
護
チ
ラ
シ
（
4
月
下
旬
）

○
学
習
リ
ー
フ

県県
にに
要要
請請
しし
よよ
うう

・
介
護
施
設
の
人
員
配
置
基
準
に

関
す
る
調
査
結
果

・
介
護
施
設
夜
勤
実
態
調
査

・
労
働
実
態
調
査
、
を
活
用
し
、

都
道
府
県
の
担
当
課
と
の
懇
談
お

よ
び
県
議
会
へ
の
要
請
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

人人
員員
配配
置置
基基
準準
引引
きき
上上
げげ
のの

取取
りり
組組
みみ
にに
つつ
いい
てて

基
準
省
令
「
3
対
1
以
上
」

人
員
配
置
基
準
に
つ
い
て
、
厚

労
省
は
、
「
実
態
に
見
合
っ
た
配

置
基
準
は
、
基
準
省
令
に
基
づ
い

て
、
具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
の

条
例
で
定
め
る
」と
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
調
査
集
計
し
た
全
て
の

自
治
体
で
、
人
員
配
置
は
「
3
対

1
以
上
」
と
回
答
し
、
そ
の
理
由

を
「
基
準
省
令
に
従
う
た
め
」
と

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
場
で
は
、
3
対
1

で
は
と
て
も
回
ら
ず
、
3
対
1
以

上
の
配
置
を
も
ち
出
し
で
実
施
し

て
い
ま
す
。
現
場
の
実
態
と
配
置

基
準
が
全
く
か
み
あ
っ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め

に
、
現
在
の
人
員
配
置
で
は
、「
人

が
足
り
な
い
」
「
休
み
が
取
れ
な

い
」
「
忙
し
す
ぎ
て
安
全
な
介
護

が
担
保
で
き
な
い
」
こ
と
を
訴
え

な
が
ら
県
や
国
に
、
人
員
配
置
基

準
の
引
き
上
げ
を
強
く
要
求
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

自
治
体
に

○
配
置
基
準
条
例
を
上
げ
て

○
国
に
対
し
声
を
あ
げ
て

国
に

○
実
態
に
見
合
っ
た
基
準
省
令
に

上
げ
て

※
調
査
の
未
実
施
の
県
医
労
連
は

都
道
府
県
担
当
課
に
調
査
実
施
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

取
り
組
み
報
告
と
、
宣
伝
行
動
の

様
子
を
日
本
医
労
連
に
送
っ
て
く

だ
さ
い
。n -ask@irouren.or.jp

2019年4月22日、全労連は、施設と訪問における「介護
労働実態調査」を実施し、記者発表を行いました。

4
月
15
日
、
「
フ
ァ
ー
ス
ト
フ

ー
ド
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
ク
シ
ョ
ン
連

帯
行
動
」
が
全
国
的
に
取
り
組
ま

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国
民
春
闘

共
闘
・
全
労
連
が
最
低
賃
金
引
き

上
げ
や
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク

（
働
き
が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い

仕
事
）
の
実
現
を
求
め
る
国
際
連

帯
行
動
を
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｓ
Ｅ
Ｉ

Ｕ（
国
際
サ
ー
ビ
ス
従
業
員
労
組
）

と
Ｆ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ
Ｆ
ｏ
ｒ
＄
15
な
ど

に
呼
び
掛
け
、
実
現
し
た
も
の
で

す
。

東
京
で
は
、
渋
谷
駅
ハ
チ
公
前

広
場
に
約
70
人
が
集
結
。
「
最
低

賃
金
は
全
国
一
律
で

い
ま
す
ぐ

1
0
0
0
円

め
ざ
せ
1
5
0
0

円
」
と
書
か
れ
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着

て
街
頭
宣
伝
行
動
に
取
り
組
み
ま

し
た
。
日
本
医
労
連
・
三
浦
副
委

員
長
は
、
医
療
介
護
現
場
の
実
態

に
触
れ
、
「
介
護
職
の
低
賃
金
の

実
態
を
変
え
な
け
れ
ば
人
手
不
足

は
解
消
し
な
い
」と
訴
え
ま
し
た
。

行
動
後
は
、
プ
ラ
カ
ー
ド
で
通

行
人
に
ア
ピ
ー
ル
し
な
が
ら
渋
谷

セ
ン
タ
ー
街
を
移
動
。
写
真
を
Ｓ

Ｎ
Ｓ
で
発
信
も
し
ま
し
た
。

調調
査査
期期
間間

18
年
10
／
1
〜
19
年
1
／
31

対対

象象
訪
問
介
護
、
施
設
、
居
宅
な
ど

で
は
た
ら
く
介
護
労
働
者

目目

的的

○
介
護
労
働
実
態
を
明
ら
か
に
し

労
働
環
境
改
善
要
求
に
繋
げ
る

○
組
織
強
化
・
拡
大
、
他
団
体
と

の
共
同
を
広
げ
る

集集

約約

○
施
設

3
9
2
0
人

○
訪
問

1
8
9
5
人

施

設

賃賃
金金

平
均
賃
金
は
、
22
・
6
万

円
。
地
域
最
賃
ラ
ン
ク
別
の
平
均

賃
金
で
は
、
地
域
間
に
3
万
円
、

非
正
規
の
時
給
で
2
3
5
円
の
地

域
間
格
差（
下
図
）、
の
他
に
も
男

女
間
、
雇
用
形
態
間
、
産
業
間
の

格
差
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
間
の
国
の
処
遇
改
善
策
に

つ
い
て
は
74
・
1
％
が「
十
分
だ
と

は
思
わ
な
い
」と
回
答
し
ま
し
た
。

人人
手手
不不
足足
「
不
払
い
残
業
あ
り
」

36
・
7
％
、
「
予
定
通
り
に
公
休

が
取
れ
な
い
」23
・
5
％
と
回
答
。

やや
りり
がが
いい
「
仕
事
に
や
り
が
い
を

感
じ
る
」
65
・
3
％
の
一
方
で
、

「
仕
事
を
や
め
た
い
と
思
う
」
い

つ
も
・
時
々
合
わ
せ
64
・
5
％
で
、

「
や
り
が
い
あ
り
」
と
「
辞
め
た

い
」
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
し
た
。

訪

問

賃賃
金金

平
均
賃
金
は
、
22
・
3
万

円
、
パ
ー
ト
12
・
1
万
円
、
登
録

ヘ
ル
パ
ー
6
・
5
万
円
。
処
遇
改

善
策
は
、「
十
分
だ
」3
・
5
％
、

「
十
分
と
思
わ
な
い
」
67
・
9
％

と
回
答
。

◇
賃
上
げ
要
求
額
は
、
月
額
9
・

1
万
円
、
時
給
額
1
1
1
0
円
。

人人
手手
不不
足足

「
人
手
の
不
足
感
」

全
体
で
57
・
5
％
、
正
規
で
は
82

・
7
％
と
圧
倒
的
で
し
た
。

やや
りり
がが
いい

「
介
護
の
仕
事
を
や

っ
て
よ
か
っ
た
」
82
・
4
％
。

◇
働
き
続
け
る
た
め
の
要
求
は
、

「
賃
上
げ
」
62
・
0
％

「
人
手
不
足
の
解
消
」44
・
5
％
。

施
設
・
訪
問
と
も
に
、
仕
事
に

や
り
が
い
を
感

じ
な
が
ら
も
、

低
賃
金
と
人
手

不
足
で
仕
事
を

辞
め
た
い
と
思

っ
て
い
る
実
態

が
浮
き
彫
り
と

な
り
ま
し
た
。

賃
金
改
善
、
増

員
を
求
め
、
世

論
を
味
方
に
大

き
く
ア
ピ
ー
ル

し
ま
し
ょ
う
。

渋
谷
ハ
チ
公
前
で
・
セ
ン
タ
ー
街
で

全国一律全国一律

最 賃最 賃

今
す
ぐ
１１
００
００
００
円円

め
ざ
せ
１１
５５
００
００
円円

東京・巣鴨での署名
宣伝行動（昨年）
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全
国
学
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済
生
会
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交
流
会

やりがいあるけど
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メ
ー
デ
ー
の
は
じ
ま
り
は
、
1

8
8
6
年
5
月
1
日
に
、
ア
メ
リ

カ
で
労
働
組
合
が
8
時
間
労
働
制

を
要
求
し
て
デ
モ
行
進
を
行
っ
た

こ
と
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

欧
米
諸
国
の
当
時
の
労
働
時
間

は
、
「
日
出
か
ら
日
没
ま
で
」
と

さ
れ
て
い
て
、
12
時
間
や
14
時
間

な
ど
の
長
時
間
が
当
た
り
前
で
し

た
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者

は
「
第
1
の
8
時
間
は
、
仕
事
の

た
め
に
、
第
2
の
8
時
間
は
、
休

息
の
た
め
に
、
そ
し
て

残
り
の
8
時
間

は
、
お

れ
た
ち
の
好
き
な
こ
と
の
た
め

に
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ

て
、ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
行
動
に
対
し
て
資
本
家
側
も

反
撃
に
移
り
、
ヘ
イ
マ
ー
ケ
ッ
ト

事
件
や
勝
ち
取
っ
た
8
時
間
労
働

の
反
故
、
首
謀
者
の
処
刑
な
ど
不

当
な
弾
圧
を
行
い
ま
し
た
。

し
か
し
労
働
者
た
ち
は
不
当
な

弾
圧
に
は
屈
せ
ず
に
た
ち
あ
が

り
、
1
8
9
0
年
に
は
、
国
際
的

な
場
で
8
時
間
労
働
制
実
現
の
デ

モ
を
行
う
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
5

月
1
日
を
労
働
運
動
の
日
に
設

定
。
第
1
回
メ
ー
デ
ー
と
し
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
各
国
や
ア
メ
リ
カ
で
メ

ー
デ
ー
が
実
施
さ
れ
、
国
際
社
会

に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

日
本
で
の
は
じ
ま
り
は

日
本
で
は
、
34
年

後
の
1
9
2
0
年

5
月
2
日
、
上

野
公
園
で
行

わ
れ
た
の

が
最
初

の
メ

ー
デ
ー
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
際
に
掲
げ
ら
れ
た
「
8
時
間

労
働
制
の
実
施
」
や
「
失
業
の
防

止
」
「
最
低
賃
金
法
の
制
定
」
な

ど
の
要
求
は
、
今
日
に
も
つ
な
が

る
も
の
で
し
た
。
翌
年
か
ら
は
5

月
1
日
開
催
と
な
り
、
開
催
地
や

参
加
人
数
も
増
え
て
い
き
ま
し
た

が
、
1
9
3
6
年
に
お
き
た
「
2

・
26
事
件
」
を
き
っ
か
け
に
戒
厳

令
が
し
か
れ
、
政
府
に
よ
っ
て
1

9
4
6
年
ま
で
禁
止
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

戦
後
11
年
ぶ
り
に
復
活
し
た
第

17
回
メ
ー
デ
ー
は
、
全
国
で
1
0

0
万
人
も
の
人
が
参
加
し
、
「
米

よ
こ
せ
」「
食
え
る
賃
金
を
」
な
ど

の
声
を
あ
げ
ま
し
た
。
「
メ
ー
デ

ー
の
祝
日
化
要
求
」
や
「
週
40
時

間
制
」、安
保
闘
争
な
ど
労
働
者
の

様
々
な
要
求
を
掲
げ
な
が
ら
今
日

ま
で
開
催
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

今
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
な

っ
た
8
時
間
労
働
も
、
不
当
な
弾

圧
に
屈
し
な
い
労
働
者
の
命
が
け

の
た
た
か
い
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

世
界
の
労
働
者
の
団
結
に
よ
っ
て

勝
ち
取
ら
れ
た
も
の
で
す
。
今
で

は
、
5
月
1
日
は
全
世
界
で
労
働

者
が
何
ら
か
の
行
動
を
す
る
日
と

さ
れ
、
労
働
者
の
祝
祭
日
と
し
て

定
着
し
て
い
る
国
も
あ
り
ま
す
。

切
実
な
要
求
掲
げ
、
み
ん

な
で
声
を
あ
げ
よ
う

今
ほ
ど
い
の
ち
と
く
ら
し
が
脅

か
さ
れ
て
い
る
と
き
は
あ
り
ま
せ

ん
。
「
憲
法
守
れ
！
」
「
最
賃
上

げ
ろ
！
」
「
こ
ん
な
政
治
も
う
イ

ヤ
だ
」
…
仲
間
を
誘
い
合
っ
て
メ

ー
デ
ー
に
参
加
し
て
、
み
ん
な
で

大
き
な
声
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

今
年
の
メ
ー
デ
ー
は
、
90
回
目
の
メ
ー
デ
ー
で
す
。
メ
ー
デ
ー

は
全
世
界
の
労
働
者
が
同
じ
日
に
決
起
す
る
労
働
者
に
よ
る
労
働

者
の
た
め
の
日
で
す
。

4
月
か
ら
働
き
方
改
革
関
連
法
に
よ
っ
て
新
36
協
定
や
労
働
時

間
の
上
限
規
制
な
ど
が
ス
タ
ー
ト
し
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、
休

日
の
確
保
な
ど
労
働
環
境
の
改
善
は
私
た
ち
の
切
実
な
要
求
で

す
。
メ
ー
デ
ー
に
参
加
し
て
、
8
時
間
働
け
ば
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
賃
金
労
働
条
件
を
求
め
大
き
く
声
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

拝
啓

磯
野
波
平
さ
ま

波
平
さ
ま
が
医
労
連
組

合
員
の
体
で
お
手
紙
を
差

し
上
げ
ま
す
。

波
平
さ
ま
は
今
年
で
確

か
53
歳
。
連
載
が
始
ま
っ

た
頃
は
「
定
年
ま
で
あ
と

2
年
」
と
思
っ
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
退
職
金
も
Ｊ

Ａ
バ
ン
ク
に
預
け
て
悠
々

自
適
の
暮
ら
し
を
思
い
浮

か
べ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。し

か
し
、
度
重
な
る
定

年
延
長
や
退
職
金
の
切
り

下
げ
、
年
金
の
改
悪
で
、

波
平
さ
ま
の
人
生
設
計
も

変
更
を
重
ね
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
波
平
さ

ま
の
悔
し
い
思
い
、
と
て

も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
怒

り
を
込
め
て
、
あ
の
名
台

詞
「
バ
カ
も
〜
ん
」
を
、

安
倍
政
権
に
向
か
っ
て
叫

ん
で
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
視
聴
率
は
上
が
る
こ

と
間
違
い
な
し
で
す
。

そ
う
そ
う
。
今
回
の
お

手
紙
は
そ
ん
な
用
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

医
労
連
共
済
は
、
い
ま

継
続
更
新
の
手
続
き
を
行

っ
て
い
ま
す
。
波
平
さ
ま

は
、
セ
ッ
ト
7
型
＋
医
療

16
口
の
上
積
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。
カ
ツ
オ
君
も
ワ

カ
メ
ち
ゃ
ん
も
ま
だ
小
学

生
で
す
。
備
え
と
し
て
は

少
し
足
り
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の

手
続
き
で
型
上
げ
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

敬
具

労
安
法
に
よ
る

客
観
的
労
働
時
間
把
握
が

義
務
化

新
労
働
安
全
衛
生
法
（
2

0
1
9
年
4
月
施
行
）
に
よ

り
、
労
働
時
間
の
客
観
的
把

握
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た

（
法
第
66
条
8
の
3
）
。
省

令
で
は
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
に

よ
る
記
録
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
電
子
計
算

機
の
使
用
時
間
の
記
録
等
の

客
観
的
な
方
法
、
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
で
把
握
す
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
の
方
法
に

よ
り
把
握
し
た
労
働
時
間
の

状
況
の
記
録
を
作
成
し
、
3

年
間
保
存
す
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
（
施
行
規
則

第
52
条
の
7
の
3
）
。

「
労
働
時
間
の
適
正
な
把
握

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
2
0
1

7
年
）
で
は
適
用
除
外
さ
れ

て
い
た
管
理
監
督
者
や
裁
量

労
働
制
の
適
用
者
を
含
む
全

て
の
労
働
者
（
高
度
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
適
用
者

は
除
く
）
で
、
当
然
医
師
も

含
ま
れ
ま
す
。

新
法
に
関
す
る
厚
労
省
労

働
基
準
局
長
名
の
「
通
達
」

（
基
発
1
2
2
8
第
16
号
2

0
1
8
年
12
月
28
日
）で
は
、

労
働
時
間
の
把
握
方
法
は
、

原
則
と
し
て
、
前
述
の
タ
イ

ム
カ
ー
ド
、
Ｐ
Ｃ
等
の
使
用

時
間
（
ロ
グ
イ
ン
か
ら
ロ
グ

ア
ウ
ト
ま
で
の
時
間
）
の
記

録
、
事
業
者
（
労
働
時
間
管

理
の
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
者

を
含
む
）
の
現
認
等
の
客
観

的
な
記
録
に
よ
り
、
労
働
者

の
労
働
日
ご
と
の
出
退
勤
時

刻
や
入
退
室
時
刻
の
記
録
等

を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
い
ま
す
。

自
己
申
告
制
を

厳
し
く
規
制

「
通
達
」
は
、
労
働
者
の

自
己
申
告
に
よ
る
把
握
に
つ

い
て
も
厳
し
く
規
制
し
て
い

ま
す
。
自
己
申
告
に
よ
る
把

握
は
、
直
行
・
直
帰
な
ど
で

労
働
時
間
を
客
観
的
に
把
握

す
る
手
段
が
な
い
場
合
に
限

ら
れ
、
か
つ
事
業
者
が
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
を

次
の
よ
う
に
定
め
て
い
ま

す
。ア

）
労
働
者
に
対
し
て
、

労
働
時
間
を
正
し
く
記
録

し
、
適
正
に
自
己
申
告
を
行

う
こ
と
の
十
分
な
説
明

イ
）
労
働
時
間
の
管
理
者

に
対
し
て
、
自
己
申
告
制
の

適
正
な
運
用
に
つ
い
て
十
分

に
説
明

ウ
）
自
己
申
告
の
時
間
と

実
際
の
労
働
時
間
と
合
致
し

て
い
る
か
実
態
調
査
を
実
施

し
補
正

エ
）
自
己
申
告
し
た
労
働

時
間
を
超
え
て
事
業
場
内
に

い
る
場
合
な
ど
の
理
由
の
報

告
が
適
正
か
確
認
す
る
。
そ

の
際
に
、
休
憩
や
自
主
的
な

研
修
、
教
育
訓
練
、
学
習
等

で
あ
る
た
め
労
働
時
間
で
は

な
い
と
報
告
さ
れ
て
い
て

も
、
実
際
に
は
、
事
業
者
の

指
揮
命
令
下
に
置
か
れ
て
い

た
と
認
め
ら
れ
る
時
間
に
つ

い
て
は
、
労
働
時
間
と
し
て

扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

オ
）
上
限
を
超
え
る
申
告

を
認
め
な
い
な
ど
、
適
正
な

申
告
を
阻
害
し
て
は
な
ら
な

い
。
実
際
に
は
36
協
定
の
時

間
数
を
超
え
て
労
働
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記
録

上
こ
れ
を
守
っ
て
い
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
、
管
理
者
や

労
働
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
な
い
か
確
認
す
る
。

不
払
い
労
働
は

人
手
不
足
を
覆
い
隠
す

時
間
外
労
働
の
申
告
を
上

司
が
制
限
す
る
、
自
己
研
鑽

と
称
し
て
業
務
上
必
要
な
研

修
を
行
わ
せ
る
な
ど
、
職
場

で
横
行
し
て
い
る
状
況
の
多

く
が
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
で
す
。

労
働
時
間
を
な
か
っ
た
こ

と
に
す
る
不
払
い
労
働
は
人

手
不
足
を
覆
い
隠
し
ま
す
。

労
働
時
間
を
正
し
く
把
握
し

な
い
こ
と
は
過
労
死
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

労
働
時
間
の
客
観
的
把
握

は
実
効
あ
る
労
働
時
間
規
制

の
土
台
で
あ
り
、
義
務
化
は

私
た
ち
の
運
動
の
成
果
で

す
。
実
際
の
労
働
時
間
を
正

確
に
把
握
し
、
職
場
実
態
を

可
視
化
し
て
、
長
時
間
労
働

を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
増

員
が
必
要
と
い
う
世
論
を
広

げ
て
行
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

三
浦
宜
子

（
上
述
の
「
通
達
」
の
全
文

は
、
厚
労
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
）

労働時間の客観的把握で実態の可視化を

メ
ー
デ
ー
っ
て
何
ん
だ
?!

継続手続きがはじまってます
拝啓 磯野波平さま


